
政

令

第
四
条
の
表
第
七
十
六
条
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
七
十
六
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
三
項

そ
の
登
録
に
係
る
無
線
局
の
運
用
の
停

止
を
命
じ
、
運
用
許
容
時
間
、
周
波
数

若
し
く
は
空
中
線
電
力
を
制
限
し
、
又

は
新
た
な
開
設
を
禁
止
す
る

当
該
登
録
局
の
運
用
の
停
止
を
命
じ
、
又

は
運
用
許
容
時
間
、
周
波
数
若
し
く
は
空

中
線
電
力
を
制
限
す
る

第
五
条
第
二
項
を
削
る
。

第
六
条
第
二
項
の
表
第
七
十
六
条
第
一
項
の
項
及
び
第
七
十
六
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
一
項

無
線
局

登
録
局

第
七
十
六
条
第
三
項

そ
の
登
録
に
係
る
無
線
局
の
運
用
の
停

止
を
命
じ
、
運
用
許
容
時
間
、
周
波
数

若
し
く
は
空
中
線
電
力
を
制
限
し
、
又

は
新
た
な
開
設
を
禁
止
す
る

当
該
登
録
局
の
運
用
の
停
止
を
命
じ
、
又

は
運
用
許
容
時
間
、
周
波
数
若
し
く
は
空

中
線
電
力
を
制
限
す
る
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労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
一
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

政
令
第
四
号

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
、
第
三
十
一
条
の
二
、第
五
十
五
条
、

第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
第
二
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、

同
条
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
腹
お
こ
し
」
を
「
腹
起
こ
し
」

に
、「
取
り
は
ず
し
」
を
「
取
り
外
し
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
の
二
中
「
肌は

だ

落
ち
」
を
「
肌
落
ち
」
に
改
め
、
同
条

第
十
号
の
三
中
「
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
」
を
「
ず
い
道
型
枠
支
保
工
」
に
、「
用
い
る
型
わ
く
」
を「
用
い
る
型
枠
」

に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
は
い
く
ず
し
」
を
「
は
い
崩
し
」
に
、「
行
な
わ
れ
る
」
を
「
行
わ
れ
る
」
に
改
め
、

同
条
第
十
三
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
型
わ
く
支
保
工
」
を
「
型
枠
支
保
工
」

に
、「
け
た
」
を
「
桁
」
に
、「
型
わ
く
を
」
を
「
型
枠
を
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
中
「
た
め
取
り
扱
う
作
業
」
の

下
に
「
及
び
同
表
第
二
号
15
に
掲
げ
る
物
又
は
同
号
37
に
掲
げ
る
物
で
同
号
15
に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り

扱
う
作
業
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
十
九
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同

条
第
二
十
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、「
ド
ラ
ム
か
ん
」
を
「
ド
ラ
ム
缶
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
九
号
の
十
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
の
十
三

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

第
十
八
条
中
第
十
四
号
の
九
を
第
十
四
号
の
十
一
と
し
、
第
十
四
号
の
八
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
四
の
九

一
・
四
e

ジ
ク
ロ
ロ
e

二
e

ブ
テ
ン

十
四
の
十

一
・
一
e

ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

第
十
八
条
第
三
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
の
二

一
・
三
e

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン

第
二
十
一
条
第
七
号
中
「
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場
」
の
下
に「（
同
号
15
に
掲
げ
る
物
又
は
同
号
37
に
掲
げ
る
物
で

同
号
15
に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
を
除
く
。）」

を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
を
取
り
扱
う
業
務
」
の
下
に
「
及
び
同
号
15
に
掲
げ
る
物
又
は
同
号
37
に
掲
げ

る
物
で
同
号
15
に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
中
「
及
び
第
十
二
号
」
を
「
、
第
十
二
号
」
に
、「
取
り
扱
う
業
務
を
」
を
「
取
り
扱
う
業
務
及
び
第
十
四
号

の
二
に
掲
げ
る
物
又
は
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
で
第
十
四
号
の
二
に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四
の
二

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
一
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

政
令
第
二
号

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
一

日
と
す
る
。

総
務
大
臣

片
山

善
博

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
一
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

政
令
第
三
号

電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
四
項
及
び
第
七
十

条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣

片
山

善
博

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

š
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